
 

（別 添 二） 

教務主任養成講習会実施要領 

１ 目的 

看護師等養成所の教務主任となる者に対して、養成所の運営・管理及び教員

に対する指導を行うために必要な専門的知識・技術を修得させ、養成所におけ

る看護教育の充実及び質の向上を図ることを目的とすること。 

２ 講習会の実施  

  講習会は、都道府県又はこれに準ずるものとして厚生労働省が認める者が

ガイドラインに沿って実施するものとすること。  

ただし、都道府県が実施する場合において、都道府県が事業の目的達成のた

めに必要があると認めるときは、業務の一部をその適当と認める者に委託する

ことができるものとすること。 

３ 受講対象者 

看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン第５の１の（１）、（２）又

は（３）のいずれかに該当する者で、看護教員として３年以上勤務した者とす

ること。 

４ 単位等 

  原則として 18単位（420時間）以上とすること。 

５ 教育内容 

別紙１の教育内容及び目標を標準とすること。 

６ 教室等 

（１）講習期間中、専用に利用できる教室が確保できること。 

（２）グループワークを実施するための部屋（演習室）が確保できること。（兼

用可） 

（３）看護学系及び教育学系の専門図書、レファランスサービス等を必要時

に利用できること。 

７ 講習会担当者 

教育担当者及び事務担当者を配置すること。なお、教育担当者は専任である

ことが望ましく、原則として次のいずれかに該当する者であること。 

（１）３年以上の看護教員の経験を有し、大学院で看護学教育若しくは教育

学を専攻あるいは履修し、修了したもの。 

（２）厚生労働省が認定した教務主任養成講習会等を修了したもの。 

（３）旧厚生労働省看護研修研究センターの幹部看護教員養成課程を修了し

たもの。 

８ 講師 

（１）各科目を教授する講師は、当該科目について相当の学識経験を有する者
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であること。 

（２）演習の指導者については、必要数を確保すること。 

９ 手続等 

 （１）講習会を実施しようとする者は、前年度の２月末日までに次の事項を

記載した認定申請書を本職あて提出すること。 

    なお、認定申請は、実施しようとする講習会ごとに行うものとするこ

と。 

    また、申請後にその申請内容について変更がある場合には、あらかじ

め変更申請を行い、承認を得ること。 

ア 開催の目的 

イ 主催者の名称及び主たる事務所の所在地 

ウ 講習会に要する経費の収支予算 

エ 講習会の名称 

オ 講習会の会場の名称及びその所在地 

カ 開催期間及び日程 

キ 受講者の定員 

ク 教育内容（受講者の各科目の到達目標を含む。） 

ケ 各教室等の用途及び面積 

コ 教育担当者及び講師の氏名、担当科目及び時間数並びに職業及び職

位 

サ 事務担当者の氏名 

（２）（１）の認定申請書には次に掲げる書類を添えること。 

   ア 教育担当者の履歴書 

なお、履歴書は、教育担当者として必要な経歴を有することを明ら

かにするものとすること。 

   イ 都道府県が業務の一部をその適当と認める者に委託する場合は、委

託契約書（写） 

   ウ その他参考となる資料 

（３）講習会の終了後は、1か月以内に次の事項を記載した実施状況報告書を

本職あて提出すること。 

ア 修了者数 

イ 修了者の所属先、職位、実務年数及び学歴 

ウ 実施状況の概要及びその評価（受講者からの評価を含む。） 

エ その他実施状況の把握に当たり参考となる事項 

１０ 運営等 

（１）ガイドラインを参考に、受講者の出席状況に加え各受講科目の評価を



 

行い、修了を認めることが望ましいこと。 

（２）講習会修了者には、修了証（別紙２）を交付すること。 

（３）修了者に関する記録その他の講習会の実施に関する記録は、適切に保

管すること。 

  



区分 教育内容 授業内容 目標 単位数 時間数 備考

看護学校経営 学校経営の基礎理論を学ぶ。 2 30

看護学校経営演習
学校経営の理論を基礎に、看護学校経営のあり方を
考察し、教育実践への適用能力を高める。

2 60

看護学教育方法論
教育方法に関する最新に知見を知り、見識を深め
る。

1 15

看護学教育方法演習
効果的な教育を実践するために教育方法について多
面的に検討し、教育方法に関する見解を深める。

1 30

看護学教育評価論
教育評価に関する最新の知見を知り、見識を深め
る。

1 15

看護学教育評価演習
看護学教育評価の課題を認識し、看護学教育評価の
あり方を追究する。

1 30

看護学教育課程開発
看護学教育課程の動向を理解し、看護学教育課程の
あり方および開発の方法を学ぶ。

2 30

看護学教育課程開発
演習

看護の動向を踏まえて、看護学教育のニーズに対応
した看護学教育課程のあり方を追究する。

4 120

看護学教育開発演習
看護教育上の問題を分析し、解決する力を養うため
に、自らの教育事象を分析し、課題解決を図る。

2 60

18 420

別紙１　教務主任養成講習会教育内容及び目標

※教務主任として必要な内容（①教員に対する指導力を養うための内容②教育課程の管理能力を養うための内容③学校運営の推
進力を養うための内容④看護教育上の問題を分析し総合的な判断力を養うための内容）で構成する。

合　計

看護学教育開発

領域別看護論

専門分野*

看護学論
各看護領域の特性に焦点をあて、その目的、対象、
内容と構成の考え方を理解し、看護学を全体的に捉
える。

看護学校経営

看護学教育方法

看護学教育評価

2 30



 

別紙２ 

 

 

番 号 

 

 

修 了 証 

 

              氏   名 

                          生年月日 

 

平成  年度厚生労働省認定の教務主任養成講習会において、所定の課程を修了した 

ことを証する。 

 

 

平成 年 月 日 

                 

主催者名           印 

 

サイズ：210mm×300mm 

 


